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第４章 

施策ごとの主な取組 

 
１ 予防啓発に関わる取組 

２ 回復支援に関わる取組 

３ 取締指導に関わる取組 
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○薬物乱用防止教室の開催等 

・県内（さいたま市を除く）の公立小・中学校・義務教育学校・高等学校及び特別支

援学校において、引き続き薬物乱用防止教室を実施し薬物乱用防止の啓発を徹底し

ます。【保健体育課】 

・さいたま市立の小・中・高等学校について、薬物乱用防止教室の開催を働きかけ、

薬物乱用防止の啓発の徹底を図ります。【薬務課】 

・県内の私立小・中・高等・特別支援学校について、薬物乱用防止教室の開催を働き

かけ、開催率の向上とともに薬物乱用防止の啓発を促進します。【学事課、薬務課】 

・薬物乱用防止教室、県政出前講座及び街頭キャンペーン等の機会をとらえ、県民の

薬物乱用に対する意識調査を実施します。【薬務課】新 

 

〇薬物乱用防止教育の実施 

・企業・大学等からの要請に基づき職員を派遣し、薬物乱用防止講座を県内各地で開

催します。【薬物銃器対策課】 

 

第４章 施策ごとの主な取組               

１ 予防啓発に関わる取組 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 薬物の乱用を未然に防止するためには、青少年のうちから薬物乱用の有害性・危険性に

ついて正しい知識を持たせ、薬物乱用を拒絶する規範意識を向上させることが重要です。 

 そこで県、県警察及び教育委員会が連携・協力して、学校教育における薬物乱用防止教

育を推進するとともに内容の充実を図ります。 

 また、最新の情報を盛り込んだ年齢層に応じた啓発資材を作成・配布等することにより、

より効果的な薬物乱用防止の啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１：学校における薬物乱用防止教育の充実強化 

施策２：青少年を中心とした地域社会全体の薬物根絶意識の醸成と 

    未然防止のための取組強化 

施策３：薬物乱用防止のための普及啓発への支援の充実 

 

基本目標Ⅰ：予防啓発の充実強化による薬物乱用の未然防止の推進 

施策１：学校における薬物乱用防止教育の充実強化 

取組１：薬物乱用防止意識を向上させる教育の実施 
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○薬物乱用防止啓発ポスターコンクールの実施 

  小・中学生、高校生、特別支援学校の児童生徒を対象とした薬物乱用防止啓発ポス

ターコンクールを実施します。児童生徒に対する薬物乱用防止の啓発に資するととも

に、優秀作品を活用したポスターを作成して県内各小中高等学校、特別支援学校に掲

示し、薬物乱用防止の啓発を実施します。 

  また、応募があった薬物乱用防止啓発ポスターを啓発資材に活用することにより、

同世代の青少年に対する啓発効果の向上を図ります。 

 【薬務課、(一社）埼玉県薬剤師会】 

 

〇啓発資材の作成及び配布 

・大麻の正しい知識を啓発することを目的とした啓発資材を作成し、薬物乱用防止教

室等において配布します。【薬務課】新 

・文部科学省、厚生労働省及び公益財団法人日本学校保健会等が作成した啓発資材を

配布し、薬物乱用防止教育に活用するとともに、使用する教材を最新の情報に更新

し効果的な啓発に役立てます。【学事課、保健体育課】 

・小学生及び中・高生向けの薬物乱用防止啓発資材を県警ホームページに掲載し、薬

物乱用防止教室等で活用します。【少年課】 

・近隣の高等学校からの依頼を受け、薬物乱用防止のための模擬授業を行うことで、

児童生徒や保護者等に薬物に関する正しい知識を啓発するとともに規範意識の向

上を図ります。【城西大学】新 

・大学の新入生に対して、薬物乱用防止の講義を行い、薬物に関する正しい知識を身

に着けさせるとともに、将来薬剤師になったときに行うべき地域・社会貢献につい

て意識付けを行います。また、入学時に禁煙に関する誓約書を提出させ、医療人と

しての自覚を促すとともに、ゲートウェイドラッグの排除を行います。【城西大学】

新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組３：創作活動を通じた薬物乱用防止意識の向上 

取組２：効果的な啓発資材の作成及び配布 
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○ 街頭キャンペーン等の実施 

  関係機関、関係団体及び事業者等と連携して、街頭キャンペーン等を実施し、地域

に密着した薬物乱用防止啓発活動を行います。 

 ・「ダメ・ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン及び募金活動 

 ・麻薬・覚醒剤乱用防止運動 

 ・社会を明るくする運動及び青少年の非行・被害防止全国強調月間合同キャンペーン 

 ・いじめ撲滅・青少年健全育成合同キャンペーン 

 ・薬と健康の週間での駅頭キャンペーン  

 ・矯正展における薬物乱用防止キャンペーン  ほか 

 【薬務課、保健所、青少年課、少年課、薬物銃器対策課、さいたま保護観察所、川越

少年刑務所、（一社）埼玉県医師会、（一社）埼玉県薬剤師会、（公財）埼玉県暴力

追放・薬物乱用防止センター、埼玉県薬物乱用防止指導員連合協議会】 

 

〇交通安全教育等での啓発活動の実施 

  交通安全教育等の機会に、危険ドラッグ等による交通事故の発生状況や対象に応じ

た啓発を実施し、危険運転の未然防止を図ります。【防犯・交通安全課】 

 

○取締強化期間等における広報活動の実施 

 規制薬物等の密輸の撲滅を図るため、取締強化期間（５月及び１０月）や年末にお

いて、駅や空港等の公共交通機関や街頭などで広報活動を実施し、薬物乱用防止の啓

発を実施します。【財務省東京税関】 

 

 

 

 

薬物の乱用を未然に防止するためには、地域社会において青少年に薬物を乱用させない

環境整備が必要であり、その推進には家庭や地域における薬物根絶意識の醸成を図ること

が重要です。また、学校に通っていない青少年に対して薬物乱用の有害性・危険性につい

て正しい知識を持たせ、薬物乱用を拒絶する規範意識を向上させる必要があります。 

 そこで県、県警察及び関係機関が連携・協力して、幅広く青少年、家庭及び地域社会に

対し薬物乱用防止の啓発を行うとともに、啓発内容の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組４：各種運動、キャンペーンによる啓発活動の実施 

施策２：青少年を中心とした地域社会全体の薬物根絶意識の醸成と未然防止の 

         ための取組強化 
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○地区保護司会による地域における薬物乱用防止教育の実施 

 地区保護司会による更生保護活動の一環として、学校や集会等において薬物乱用防

止教育を行います。【さいたま保護観察所】 

 

○薬物乱用防止に関する研修会での講演 

 各地域・職場における研修会等において、地域社会における薬物乱用防止に関する

内容を盛り込んだ講演等を行い、参加者の薬物乱用防止の意識向上を図ります。【（公

財）埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター】 

 

○子供安全見守り講座での違法薬物購入などインターネットトラブルの防止 

 ネットアドバイザーを小・中学校や地域の青少年健全育成団体等の研修会に派遣

し、インターネットの危険性と保護者の役割について啓発する「子ども安全見守り講

座」を実施して、フィルタリング等インターネットの適正な利用を推進し、違法薬物

の購入など青少年を有害情報から守る取組を行います。【青少年課】 

 

○各種広報媒体を活用した薬物乱用防止啓発情報の発信 

  テレビ・ラジオ・広報紙・ホームページ等の広報媒体を活用し、県民に薬物乱用を

未然に防止するための最新の情報を発信します。とりわけ若年層を中心とした大麻乱

用の実態や大麻栽培施設の特徴について広く情報発信します。【薬務課、少年課、薬

物銃器対策課】 

 

○報道番組での薬物乱用事案の発信 

 ニュース番組等で薬物に関する事件報道を行い、その違法性や危険性を訴えるとと

もに、各種団体が行うキャンペーンの取材を通して、県民・視聴者に予防啓発や犯罪

防止を図ります。【（株）テレビ埼玉】 

 

○不動産関係団体による危険ドラッグ等薬物乱用防止啓発 

 不動産関係団体の会員の店頭等において危険ドラッグ等の薬物乱用防止の啓発を

実施します。【（公社）埼玉県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会埼玉県

本部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組６：地域住民への啓発活動の推進 

取組７：青少年を有害情報から守る取組の強化 

取組５：各種媒体を用いた薬物乱用防止啓発情報の発信 
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○薬物乱用防止啓発資材の作成・配布 

・薬物乱用防止や非行防止に関するリーフレット等を作成して、街頭キャンペーンや

地域でのイベント等において配布します。【薬務課、保健所】 

・関係機関や事業者、青少年の健全育成に取り組む民間団体等と連携して、薬物乱用

防止等の内容を盛り込んだリーフレットを作成し、街頭キャンペーン等において、

県内全ての中・高生とその保護者等に配布します。【青少年課】 

・県運転免許センター、各警察署及び県内の自動車教習所等において、薬物乱用防止

の啓発資材の掲示や配布に協力し、薬物による危険運転及び交通事故の未然防止を

図ります。【交通総務課、運転免許課】 

・違法薬物に接触する危険性の高いとされる有職少年・無職少年及び無職の成人が多

く集まる場所で、薬物乱用防止に関するポスターやチラシ等の掲示や配布を行い、

薬物乱用防止の啓発を実施します。【薬務課】 

・市町村における成人式に出席する新成人においてチラシ等の啓発資材を配布し、薬

物乱用防止の意識の向上を図ります。【薬務課】 

・県の包括連携協定に基づき、関係企業等の協力を得ながら啓発活動を実施します。

【薬務課】 

 

〇パスポートセンターにおける薬物乱用防止ポスター等の掲示 

 税関の水際取締りに対する国民の理解及び協力を得ることについて、パスポートセ

ンターにおいてポスターの掲示、小冊子「海外旅行者向け通関案内」の配布を依頼し

ます。【財務省東京税関】 

 

○薬物乱用防止啓発ポスターコンクールの優秀作品の活用 

 薬物乱用防止啓発ポスターコンクールの優秀作品を活用した啓発資材を作成し、会

員薬局店頭等で配布し啓発します。【（一社）埼玉県薬剤師会】 

 

○薬物乱用防止啓発小冊子等の作成配布及び活用 

 薬物乱用防止を啓発する小冊子等を作成し、関係機関及び関係団体を通じ配布しま

す。また、薬物乱用防止啓発ＤＶＤ等の貸出を行います。【（公財）埼玉県暴力追放・

薬物乱用防止センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組８：青少年、家庭及び地域社会に向けた薬物乱用防止啓発資材の作成・配布等 
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○薬物乱用防止教室の講師を対象とした研修会の実施 

・薬物乱用防止教室の講師となる者を対象とした研修会を実施し、講師の知識及び指

導力の向上を図ります。【薬務課、保健所】 

・薬物乱用防止教育研修会及び学校薬剤師研修会を実施し、薬物乱用防止教育を担う、

教職員や学校薬剤師等の指導力の向上を図ります。【保健体育課】 

・薬物乱用防止指導員の資質向上を図るため研修会を実施します。【埼玉県薬物乱用

防止指導員連合協議会】 

 

○薬物乱用防止指導員の活動促進 

 薬物乱用防止指導員（400名：令和２年４月１日現在）のうち、薬物乱用防止教室、

街頭キャンペーン及び募金活動などの薬物乱用防止に関する活動に参加する指導員

の増加を図ります。【薬務課、保健所】 

 

○「暴力追放・薬物乱用防止埼玉県民大会」の開催 

 県警察との共催により暴力追放・薬物乱用防止埼玉県民大会を開催し、暴力追放功

労者及び団体、暴力追放・薬物乱用防止功労者及び団体の表彰を行い、薬物乱用防止

活動の向上を図ります。【（公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター】 

 

 

 学校や地域社会における薬物乱用防止の教育や学習を推進するためには、啓発用資材等

の充実を図るとともに、薬物乱用の有害性や危険性等に関する正しい知識を効果的に伝え

る人材を育成する必要があります。 

 また、学校や地域社会における様々な普及啓発活動は継続的に行うことが重要であるた

め、各活動を積極的に支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組９：薬物乱用防止活動を担う人材の育成 

施策３：薬物乱用防止のための普及啓発への支援の充実 
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○薬物乱用防止教室等への講師派遣 

 県職員、薬物乱用防止指導員、非行防止指導班「あおぞら」、警察署職員及びさい

たま法務少年支援センター非行防止相談室ひいらぎ（さいたま少年鑑別所）職員等を

講師として派遣します。【薬務課、保健所、少年課、薬物銃器対策課、さいたま法務

少年支援センター非行防止相談室ひいらぎ（さいたま少年鑑別所）】 

 

○学校・家庭等での薬物乱用防止教育への支援 

・小・中・高等学校における学校だよりや保健だより等に薬物乱用防止に関する記事

の掲載を依頼し、家庭内での学習の支援を行います。【薬務課】 

・薬物乱用防止に取り組む団体等の先駆的な取り組みや工夫を凝らした効果的な取り

組み事例に関する情報を収集し、情報の提供を行います。【薬務課】 

・薬物乱用防止啓発用のＤＶＤやビデオのほか薬物標本の貸出を行います。【薬務課、

保健所】 

・教員や学校薬剤師等を対象に、非行少年・犯罪者の心理分析等を専門とする職員が、

薬物非行の少年の特徴や薬物非行の原因、薬物乱用への対応方法について研修を行

います。【さいたま法務少年支援センター非行防止相談室ひいらぎ（さいたま少年

鑑別所）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組 10：啓発活動への支援 
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○薬物依存症治療に係る医療体制の整備 

・県内精神科医療機関に対し、認知行動療法や依存症集団療法などによる薬物依存症

治療の必要性の説明や、薬物依存症治療の取組みについて依頼します。また、薬物

依存症治療に係る研修会において、情報提供を行います。【疾病対策課】 

・医療関係者向けに、薬物依存症についての研修を行い、医療体制の充実を図ります。

【疾病対策課、精神医療センター】 

 

○薬物依存症者に対する医療の提供 

 薬物依存症者に対する入院・外来医療を提供し、治療を行います。また、集団認知

行動療法プログラムを導入し、効果的な治療を推進します。【精神医療センター】 

 

○薬物依存症者及びその家族への支援 

 保健所や精神保健福祉センター等において、薬物依存症者及びその家族等からの相

談に応じる中で医療機関への受診を勧奨します。また、家族等に対して適切な対応を

学ぶための講座等を開催し薬物依存症者の治療に結びつけます。【精神保健福祉セン

ター、精神医療センター、疾病対策課、薬務課、保健所】 

２ 回復支援に関わる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幻覚・妄想等の薬物中毒症状を呈した薬物依存症者に対しては適切な医療を提供する必

要がありますが、同時に、薬物依存症について適切な対処を可能とする医療体制の整備が

重要です。 

 また、薬物依存症者を早急に治療に結びつけるためには、家族や周囲の協力が必要です。 

 そこで、県と保健所設置市が連携して薬物依存症者及びその家族等を支援します。また、

県は、医療機関における薬物依存症治療体制を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ：薬物依存症からの回復の支援及び薬物乱用者の家族等への

支援の充実強化による再乱用防止の徹底 

 

施策４：薬物依存症治療体制の充実 

施策５：社会復帰に向けた回復支援の充実強化 

施策６：関係機関による相談体制の充実強化 

施策４：薬物依存症治療体制の充実 

 

取組 12：薬物依存症治療に係る医療体制の整備 

取組 11：薬物依存症者に対する医療の提供 
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○青少年の非行立ち直り支援の実施 

 非行等につまずいた青少年の立ち直りを支援するため、県内の民間団体等の協力を

得て、社会体験や就労体験等の場を提供し、社会とのつながりを自覚させ立ち直りを

促進していきます。また、保護者等が相談できる体制を整備するとともに、保護者同

士による交流会等を開催し、薬物乱用を含む非行問題に悩む家族を支援していきま

す。【青少年課】 

 

〇保護観察付き執行猶予求刑 

 犯罪事実に規制薬物、指定薬物、危険ドラッグの罪に当たる事実を含む者で、依存

性薬物の使用を反復する傾向が強い者に対して、事案により、保護観察付き執行猶予

求刑を行い、保護観察所が行う薬物再乱用防止処遇プログラムの受講につながるよう

配慮します。【さいたま地方検察庁】新 

 

○薬物事犯者（仮釈放者、執行猶予者等）に対する更生支援 

・執行猶予付き判決が見込まれる薬物事犯被疑者に対し、薬物依存症の相談窓口等を

教示し、社会復帰後の薬物再乱用防止を促します。【薬物銃器対策課】新 

・仮釈放者及び保護観察付執行猶予者のうち、一定の要件を満たしている覚醒剤等薬

物事犯者を対象に「薬物再乱用防止プログラム」を実施することにより、覚醒剤等

薬物事犯者の更生を支援します。また、同プログラムの受講を義務付けられていな

い保護観察対象者に対しても、同人らの断薬継続に向けた自発的意思に基づく簡易

薬物検出検査を実施します。【さいたま保護観察所】 

・少年鑑別所に在所する少年の健全な育成のための支援として、少年の自主性を尊重

しつつ、薬物乱用防止に関する視聴覚教材を用いて薬物の危険性の理解を促すな

ど、薬物非行防止に必要な指導・助言を行います。【さいたま少年鑑別所】 

・少年鑑別所に在所する少年の薬物乱用状況を調査し、薬物への依存の状態や薬物の

再使用に関連する要因等の情報を少年院や保護観察所に引継ぎ、少年の立ち直りに

役立てます。【さいたま少年鑑別所】 

 

 

薬物を乱用してしまった場合には、早期発見・早期対応が重要となり、薬物乱用者の状

態及び状況に応じた適切な対応が必要です。特に、薬物の再乱用防止には、薬物依存症の

治療のみならず社会復帰の支援を行う必要があります。 

 そこで、薬物回復支援団体と連携した相談事業を通じて、薬物依存症者の社会復帰を支

援します。 

 また、青少年の非行立ち直り支援の一環として、薬物乱用者とその家族等を支援するこ

とにより、薬物の再乱用防止を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策５：社会復帰に向けた回復支援の充実強化 

 

取組 13：薬物事犯者に対する更生支援 
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○回復支援に取り組む団体への連携支援  

 相談機関から紹介された薬物依存者やその家族等の相談に対応し、回復支援に取り

組む団体は、薬物依存症対策において重要である。その団体が継続して適切な回復支

援に取り組むことが出来るよう、連携し必要な支援を行います。【疾病対策課】 

・関東信越厚生局麻薬取締部における検挙者のうち、薬物犯罪初犯の者で保護観察が

つかない執行猶予判決を受けた者に対して「再乱用防止対策プログラム」を実施し

ます。【関東信越厚生局麻薬取締部】 

 

○薬物依存離脱指導の実施 

 再犯防止に向けた施策の一環として「麻薬・覚醒剤・その他の薬物に対する依存が

ある在所者」を対象に、薬物依存の認識と自己の問題点を理解させ、再び薬物を乱用

しない方策を考えさせ、社会復帰後も薬物に手を出さずに生活していく決意を固めさ

せることを目的とした指導を行います。【川越少年刑務所】 

 

〇埼玉県再犯防止推進計画の策定及び推進 

  埼玉県再犯防止推進計画を策定し、薬物依存を有する者等への支援として、同計画

に盛り込まれた県の取組を推進します。【社会福祉課】新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組 14：回復支援に取組む団体との連携 
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○薬物相談の実施 

・保健所や精神保健福祉センター等において薬物に関する相談に応じます。【精神保

健福祉センター、疾病対策課、薬務課、保健所】 

・非行少年・犯罪者の心理分析等を専門とする職員が、薬物乱用等の問題行動がある

方やその家族からの相談に応じて面接や心理検査等を行い、適切な支援の方法につ

いて提案します。【さいたま法務少年支援センター非行防止相談室ひいらぎ（さい

たま少年鑑別所）】新 

 

〇相談窓口の周知徹底 

・薬物に悩む県民が早期にかつ確実に窓口にたどり着けるよう、広報紙、リーフレッ

ト、ホームページ等の各種広報媒体及びロックフェス等のイベントにおいて、相談

窓口の周知を行います。【精神保健福祉センター、薬務課、保健所】 

・依存症対策の啓発資材を活用し、相談窓口を周知します。【精神保健福祉センター】 

・依存症対策フォーラムを開催し、依存症からの回復についての講演と支援を行う関

係機関の紹介を行います。【精神保健福祉センター】 

 

 

薬物乱用の問題への対応や薬物依存症からの回復のためには、薬物乱用者・依存症者本

人への支援はもとより、家族等による薬物乱用者・依存症者への適切な対応が重要です。 

 そこで、薬物乱用者・依存症者やその家族等からの相談に応じ、薬物乱用からの脱却や

薬物依存症からの回復のための支援を行います。 

 また、薬物乱用者・依存症者及びその家族等が、早期にかつ確実に相談窓口にたどり着

けるよう働きかけを行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組 15：薬物問題に対する相談体制の充実 

施策６：関係機関による相談体制の充実強化 
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○家族及び関係者への支援 

・薬物依存症者の家族が依存症や対応方法などについて学べる薬物依存症家族教室を

開催します。【精神保健福祉センター、精神医療センター】 

・家族を対象とするＣＲＡＦＴグループを開催し、本人への具体的な対応方法の指導

を行います。また、心理教育資材を家族及び関係者等に配布するとともに、個別相

談及び家族教室を通じて依存問題への対応について助言を行います。【精神保健福

祉センター】 

・保護観察付執行猶予者及び仮釈放者に対する薬物依存からの回復支援及び安定した

社会生活の支援を効果的に実施するため、「薬物依存問題に係る地域連携協議会」

を設置し、関係機関及び民間支援団体と連携を図ります。【さいたま保護観察所】 

・薬物依存問題に係る地域連携会議及び埼玉社会復帰支援ネットワーク協議会に参加

するとともに、さいたま保護観察所主催の薬物事犯者処遇プログラム及び家族会へ

協力して、保護観察対象者（薬物依存症者）及びその家族への精神保健福祉相談や

依存症治療を支援します。【精神保健福祉センター】 

・依存症対策連携会議を開催し、薬物依存からの回復の支援に取り組む関係者に向け

た研修、技術協力及び情報提供を行うことで、依存症者の支援等を行う関連機関の

連携を図ります。【精神保健福祉センター】 

・薬物事犯者の家族を対象に家族会を開催し、薬物依存症に関する正しい知識、家族

としての本人に対する適切な対応方法、薬物依存症からの回復支援を担う地域の関

係機関・団体に関する情報等について講義するとともに、座談会による出席者同士

の交流の機会を提供することを通じ、薬物事犯者の家族を支援します。【さいたま

保護観察所】 

 

○保護観察官及び保護司等への研修の実施 

 保護観察対象者の指導及び助言を適切に行うため、保護観察官及び保護司等を対象

に薬物乱用防止に関する講演会や研修会を開催します。【さいたま保護観察所、精神

保健福祉センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組 16：回復支援に取組む関係者への支援 
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○違法薬物の取締りの強化 

 違法薬物の供給源となる密輸・密売組織の壊滅と大麻栽培事犯の摘発、需要となる

大麻や覚醒剤等の末端乱用者の取締りを両輪に違法薬物の根絶に取り組みます。【薬

物銃器対策課】 

 

○取締強化期間における取締りの実施 

 社会悪物品及びテロ関連物質の密輸の阻止を図ることを目的として取締強化期間

を設け、重点的・集中的な取締りに取り組みます。【財務省東京税関】 

 

〇大麻製品流通の阻止 

 大麻事犯の増加及び大麻リキッド等の新たな大麻製品が流通している現状に鑑み、

関係機関と情報を共有し連携を密にして取締強化を図ります。【関東信越厚生局麻薬

取締部】新 

 

○不正大麻・けしの正しい知識の普及啓発と除去 

 不正大麻・けし撲滅運動を実施し、大麻・けしに関する正しい知識の啓発を行いま

す。また、不正大麻・けしの発見及び除去を行います。【薬務課、保健所】 

３ 取締指導に関わる取組 

 

 

 

 

 

 

 

薬物乱用を防止するためには、薬物の供給源となる密売組織を壊滅し、薬物を入手でき

ない社会を目指すとともに、薬物密売組織の維持・拡大を支える末端乱用者に対する取締

りを徹底し、薬物需要の根絶を図る必要があります。 

 そこで、薬物事犯者の検挙を徹底し、薬物事犯の発生防止に取り組みます。また、自生

する又は不正に栽培している大麻やけしの除去を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅲ：取締指導の充実強化による乱用薬物の流通阻止の徹底 

施策７：大麻、麻薬、覚醒剤等の規制薬物の取締りの充実強化 

施策８：正規流通麻薬、向精神薬等の適正な管理の徹底 

施策９：多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止 

施策７：大麻、麻薬、覚醒剤等の規制薬物の取締りの充実強化 

 

取組 17：薬物密輸・密売組織の壊滅、末端乱用者に対する取締りの徹底 

取組 18：不正大麻・けし撲滅運動の実施 
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○医療機関等への監視指導 

 医療機関等の麻薬、向精神薬及び覚醒剤原料取扱施設を監視指導することにより麻

薬等の適正な管理の徹底を指導します。【薬務課、保健所】 

 

○医療用麻薬等の適正使用 

 医療用の麻薬、向精神薬及び覚醒剤原料の適正使用について、保健所による麻薬取

扱者の免許手続き時等に指導を行うほか、麻薬卸売業者の関係団体を通じて働きかけ

を行います。【薬務課、保健所】 

 

○麻薬処方箋の偽造等への注意喚起 

 処方箋の偽造又は変造による向精神薬等の不正入手を防止するため、薬局や関係団

体に対して注意喚起を行います。【薬務課、保健所】 

 

 

正規に流通している麻薬、向精神薬や覚醒剤原料は医療に欠かせません。 

 これらの薬物が不正に売買され、あるいは薬物乱用者の手に渡ることのないよう、医療

機関等の麻薬、向精神薬及び覚醒剤原料取扱施設を監視指導することにより、不正流通、

事故及び法令違反の未然防止に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策８：正規流通麻薬、向精神薬等の適正な管理の徹底 

 

取組 19：医療機関等への監視指導の徹底 

取組 20：偽造・変造処方箋対策の徹底 
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○危険ドラッグの販売方法への対応 

・危険ドラッグのインターネット販売に対する監視指導を行い、その排除に取り組み

ます。【薬務課】 

・危険ドラッグの販売形態の実態を把握するとともに、その排除に取り組みます。【薬

務課、薬物銃器対策課】 

 

○危険ドラッグの検査及び調査研究 

・危険ドラッグの買上検査を行い、法又は条例で規制されている薬物が検出された場

合は販売業者等を検挙するとともに、検査結果を公表し県民の健康被害等の発生を

防止します。また、未規制の薬物を検出した場合は、国及び他の地方公共団体と連

携し調査研究を行い、新たな規制の対象にします。【薬務課、衛生研究所】 

・薬物に関する調査研究及び情報収集を行います。また、最新の薬物の標準品を確保

し危険ドラッグの検査を迅速に行います。【衛生研究所】 

 

○知事指定薬物の指定及び販売店舗の監視 

 法規制の及んでいない精神毒性のある薬物を条例に基づき知事指定薬物に指定

します。このことにより知事指定薬物の製造、栽培、販売、授与、所持、使用及び

使用する場所の提供・あっせんを規制します。また、知事指定薬物を取り扱う場所

等に薬事監視員と警察職員が立入調査を行います。【薬務課、薬物銃器対策課】 

 

 

法規制が及ばない危険ドラッグ等の薬物を条例で規制するとともに、多様化する販売形

態の調査及び取締りを強化し、危険ドラッグによる健康被害発生の未然防止に取り組みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組 22：新たな乱用薬物等の流通及び使用実態の把握 

施策９：多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止 

取組 21：知事指定薬物の迅速な指定による規制の強化 
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○販売店舗の排除 

 危険ドラッグ販売店舗の情報収集を行い、発見した場合は直ちにその排除に取り組

みます。【薬務課、薬物銃器対策課】 

 

○建物賃貸借契約における危険ドラッグ販売店等の排除 

 協定に基づき会員に提供している建物賃貸借契約書例の特約事項欄、重要事項説明

書の記載例として、危険ドラッグの販売等を禁止する事項及び当該禁止事項に違反し

た場合の契約を解除する事項を作成し、会員へ周知することにより、危険ドラッグの

販売店等の出店を未然に防止します。【薬務課、（公社）埼玉県宅地建物取引業協会、

（公社）全日本不動産協会埼玉県本部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組 23：危険ドラッグ等の監視指導の強化 
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